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　災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和７年10月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県規則第55号

　　　災害救助法施行細則の一部を改正する規則

　災害救助法施行細則（昭和34年長野県規則第３号）の一部を次のように改正する。

　第７条に次の１項を加える。

２　法第８条第４項の規定による実費の弁償は、救助の種類ごとに、別表第１に定めるところにより行うものとする。

　第９条第１項中「第８条」を「第８条第１項」に改める。

　別表第１の１のアの (ｴ) 中「高齢者」を「法第２条第２項の規定により、高齢者」に、「等」を「、乳幼児その他の特に配慮を要す

る者を滞在させるもの」に、「避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与」を「災害対策基本法施行令（昭和37

年政令第288号）第20条の６第１号から第５号までに定める基準に適合」に改め、同表の 14 を同表の 15 とし、同表の 13 のアの (ｴ)

を次のように改める。

　　(ｴ) 福祉サービスの提供

　別表第１の 13 のア中 (ｷ) を (ｸ) とし、(ｶ) を (ｷ) とし、(ｵ) を (ｶ) とし、(ｴ) の次に次のように加える。

　　(ｵ) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

　別表第１中13 を 14 とし、６から 12 までを７から 13 までとし、５の次に次のように加える。

６　福祉サービスの提供

　ア�　福祉サービスの提供は、災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者（以

下「災害時要配慮者」という。）に対して、応急的に処置するものとする。

　イ�　福祉サービスの提供は、法第３条に規定する都道府県知事等又は法第11条に規定する災害発生市町村等の長からの要請を受け

て行うものとする。

　ウ　福祉サービスの提供は、次の範囲内において行う。

　　(ｱ) 災害時要配慮者に関する情報の把握

　　(ｲ) 災害時要配慮者からの相談対応

　　(ｳ) 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援

　　(ｴ) 災害時要配慮者の避難所への誘導

　　(ｵ) 福祉避難所の設置（法第２条第２項の規定により設置する場合を除く。）

　エ�　福祉サービスの提供のため支出できる費用は、ウの (ｱ) から (ｴ) までの場合は消耗器材費又は器物の使用謝金、借上費若しく

は購入費として当該地域における通常の実費とし、ウの (ｵ) の場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又

は購入費、光熱水費及び仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とする。

　オ　福祉サービスの提供を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。

　別表第２の１中「第４号」を「第５号」に改め、同表の２中「第４条第５号から第10号」を「第４条第６号から第11号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則第７条第２項、別表第１及び別表第２の規定は、

令和７年７月１日から適用する。
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